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１　発生源対策

（１） 生活排水対策

課　題
・　河川の水質汚濁の原因を発生源別にみると生活排水の占める割合が58%と最も高い。

・　本県の汚水処理人口普及率は全国平均に比べ低い状況にあり、今後の普及率の向

上が課題である。

施策の内容

①　汚水処理施設の整備

・　公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽等の汚水処理施設を、経済性、効率性

等の観点から総合的に勘案し、計画的に整備するとともに、単独処理浄化槽から

合併処理浄化槽への転換の促進や維持管理の徹底、公共下水道や農業集落排水施

設への接続促進などについて普及啓発を行う。

・　浄化槽の整備を推進するため、市町村が実施する浄化槽市町村整備推進事業＊1へ

の取組を支援する。

②　生活排水対策の普及啓発

・　家庭でできる生活排水対策についての普及啓発を行う。

図４－１　発生源別BOD汚濁負荷の割合（平成13年度推計値） 

生活系 
58％ 

事業場系 
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畜産系 
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自然系 
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＊1 市町村自らが浄化槽の設置主体となり、その後の維持管理も行っていく制度。
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（２）工場・事業場対策

課　題
・　工場・事業場排水に起因する河川への有機性汚濁負荷は、全体の29%を占めてい

る。また、水質汚濁防止法等や県公害防止条例に基づく排水基準適合率は平成14

年度は93.9%＊1と前年度より3ポイント高くなっているが、今後は、規制基準の適用

を受けない小規模な事業場等からの排水水質についても汚濁負荷の低減に取り組

むことが重要である。

・　家畜排せつ物の素堀り、野積みによる貯留等は、河川や地下水等の汚染を引き

起こすおそれがある。

施策の内容　

①　工場・事業場に対する監視、指導

・　水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び県公害防止条例に基づく立

入検査を実施する。

・　ダイオキシン類対策特別措置法及び工場・事業場排水等自主管理要領に基づき、

工場・事業場に対し、排出水の水質測定及び結果の報告を求めることなどにより、

排水処理施設等の適切な維持管理を指導する。

・　廃棄物処理施設の安全性を確保するため、廃棄物処理業者等に対する指導監督を

強化する。また、産業廃棄物の管理型最終処分場については、公共関与により安全

性と信頼性の高い施設の整備を計画的に進める。

・　家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の円滑な運用を図り、

家畜排せつ物処理施設の整備を計画的に進める。

②　工場・事業場の自主的な取組の促進

・　環境保全に関する講習会の開催や、公害防止や環境管理についての専門知識を

有する者を工場・事業場に派遣することにより、事業場の環境保全に関する取組

を支援する。

・　工場・事業場の自主的な環境管理を促し、水環境への負荷を低減していくため、

ISO14001や環境活動評価プログラム（エコアクション21）＊2の導入促進を支援する。

・　中小企業者等に排水処理施設の整備や環境保全事業等の実施に必要な資金を融

資する。

＊1 資料：「平成15年度環境の状況及び施策に関する報告書」（栃木県）
＊2 環境活動評価プログラムは、中小事業者等の幅広い事業者に対して、自主的に「環境との関わりに気づき、目標を持ち、

行動する」ことができる、環境マネジメントの簡易な方法である。
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（３）その他の汚染源対策

課　題
・　市街地等からのほこりやごみ、山林からの土砂、農地からの肥料等の流出等に

よる面的な汚濁負荷を低減する必要がある。

・　近年、大規模な不法投棄事案は減少傾向にあるものの、発生件数は依然として

高水準で推移し、特に産業廃棄物の不法投棄については、夜間に短時間で投棄・

覆土するなど、組織化・巧妙化する傾向にある。廃棄物の不法投棄等による汚染

を未然に防止することが重要である。

施策の内容

①　森林地域対策

・　水源地域において表土の流出防止を図るため、適切な治山対策を講ずるととも

に、下層植生に富んだ保水機能の高い森林整備＊1を促進する。

②　農業地域対策

・　環境に配慮した農業生産を確立するため、農業生産を安定させながら化学肥

料・農薬の使用量を減らし、環境と調和した将来的にも持続可能な「環境保全型

農業」を推進する。また、土づくりや減農薬・減化学肥料に取り組む農業者を持

続農業法に基づき「エコファーマー」に認定し、環境保全型農業技術の普及定着

を図る。

③　都市地域対策

・　市街地等のほこりやごみ等が降雨時に河川等へ流出しないよう、道路、道路側

溝等の清掃活動を推進する。

④　不法投棄対策

・　廃棄物の不法投棄防止のため、関係機関等との連携を密にしながら、ヘリコプ

ターや監視カメラによる監視、不法投棄現場の位置情報の収集等、休日・夜間を

問わない監視対策を充実強化する。

＊1 望ましい森林の姿は、下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が射し込み、落葉などの有機物が土壌に豊富に

供給され、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し、土壌を保持する能力や水を蓄える土壌中のすき間が十分に形成さ

れ保水する能力に優れた森林である。
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２　河川・湖沼の浄化

課　題
・　全県的に河川水質の状況を概観すると、人の健康の保護に関する項目については、

数地点で環境基準を超過する年もあるものの、ほとんどの地点で環境基準を達成して

いる。また、生活環境の保全に関する項目のうち、BODの環境基準達成状況を経年的

にみると、水質は改善傾向にある。今後も環境基準の達成率の向上が課題である。

・　市街地を流れる河川や水路等では、さらに水質の改善が必要な地域もみられる。

・　湖沼においては、流域から窒素、りんなどの栄養塩類が流入することにより、植物

性プランクトンが増殖し、水質が悪化する富栄養化の進行が懸念されている。

施策の内容　

①　浄化施設の設置

・　汚濁した河川の浄化を図るため、地元市町村や河川管理者等から構成される地

域協議会において策定された水環境改善緊急行動計画に基づき、各機関連携のも

と河川浄化施設の整備を実施し、河川の水質改善を図る。

②　自然浄化機能の活用

・　河川や湖沼等の浄化に当たっては、必要に応じて植物や水生生物の持つ自然の

水質浄化機能の活用を検討していく。

③　地域住民による取組の促進

・　奥日光清流清湖保全協議会＊1等により、地元住民、地元市町村、関係団体と連携

し水質保全に取り組む。

・　地域住民による農業用用排水路の管理や植生の保全など生態系にやさしい水辺

の保全活動を促進する。

＊1 県、日光市が、関係団体等の協力を得ながら、湯ノ湖、湯川、中禅寺湖の水質保全対策を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的に設立された。
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３　有害化学物質等による汚染の防止

（１）化学物質対策

課　題
・　PRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律）では、化学物質による環境への影響の未然防止の観点から、事業者が、

有害性を持つ化学物質の環境中への排出量を把握し、届出を行うこととされてお

り、本法の趣旨を踏まえ、化学物質の適正管理を推進していく必要がある。

・　内分泌攪乱化学物質＊1については、人体への影響等科学的に解明されていない点

も多いものの、将来にわたる影響が懸念されている。

・ 農薬の安全かつ適正な使用及び適切な保管管理の徹底は、農業生産の安定のみな

らず、県民の健康の保護及び生活環境の保全の観点からも重要である。

施策の内容　

①　汚染防止対策の推進

・　PRTR法の円滑な施行のため、制度の普及啓発に努め、工場・事業場における有

害な化学物質の排出量の抑制を図る。

・　ダイオキシン類については、環境汚染状況を把握・監視するための調査を行う。

・　現在、県内では水環境中に内分泌攪乱化学物質が著しく検出されるような状況

にはないが、今後も引き続き監視を行い、県内の状況を把握していく。

・　環境に配慮した農業生産を確立するため、農業生産を安定化させながら、農薬

や化学肥料の使用量を削減する等、環境保全型農業を推進する。

＊1 環境ホルモンともいわれ、外部から体内に入って、生体内で営まれている正常なホルモン作用（内分泌）に影響を与えて

いる化学物質をいう。
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②　化学物質についての情報の共有

・　化学物質に対する正しい理解を得る

ため、県民、事業者、行政によるリス

クコミュニケーションを推進する。

・　栃木県化学物質対策連絡会議におい

て、化学物質対策を全庁的に調整し、

総合的に推進する。

（２）水道水等の水質保全

課　題
・　近年、地下水等の化学物質、細菌等による汚染が全国的な問題となっており、

本県においても衛生的で安全な飲料水を確保する必要がある。

施策の内容　

①　水道水の安全確保

・　栃木県水道水質管理計画を推進するとともに、市町村（水道事業者等）の策定

する水質検査計画について、広域的な視点から必要な助言、指導を行い、計画が

より流域の実状に即したものとなるよう協力する。

・　水道施設における感染性微生物対策の実施を促進するため、公共用水域等にお

けるクリプトスポリジウム＊1の調査を実施する。

②　飲用井戸の安全確保

・　飲用井戸の安全を確保するため、市町村（水道事業者等）と連携し、飲用井戸

設置者に対し、適正な管理についての指導を行うとともに、正しい知識の普及を

図る。

③　水源の保護

・　市町村（水道事業者等）が行う水道原水の水質保全のための行動計画の策定、

普及啓発活動を支援する。

・　水源地域の森林を保全するため、保安林の指定、森林計画に基づく適切な森林

整備、治山事業を推進する。

・　大規模開発に対しては、環境影響評価制度や各種開発関係法令等を厳格に運用

し、適切な開発あるいは開発規制を行う。

図4－2 リスクコミュニケーションのあり方

＊1 腸管寄生性原虫のひとつであり、人間が感染した場合下痢や腹痛を起こすことがある。
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４　水質の監視

（１）水質監視体制の充実

課　題
・　公共用水域等の汚染を未然に防止するための監視が重要である。

施策の内容　

①　公共用水域の水質監視

・　水質測定計画＊1に基づき、河川、湖沼及び地下水の水質常時監視を継続的に実施す

るとともに、国土交通省、市町村との連携による水質監視の充実を図る。

②　異常水質対策

・　栃木県異常水質対策要領により、通報連絡体制を整備し、環境保全に必要な連絡調

整及び各種対策調査を行う。また、事業場等における安全管理の徹底、地域住民の水

質保全に対する意識の高揚を図る。

・　事故発生時には、状況に応じて関係自治体や国土交通省とも連絡体制を密にし、発

生原因の把握と被害の拡散防止を図る。

（２）環境基準類型指定の見直し

課　題
・　生活環境の保全に関する環境基準については、現在、48河川5湖沼について指定さ

れているが、昭和55年の全面的見直しから相当期間が経過しており、公共用水域を取

り巻く環境については様々な変化が生じている。

施策の内容　

・　河川水質の一層の保全を図るため、水質汚濁の状況や水利用状況の変化等に対応し

た適切な類型指定の当てはめ＊2や見直しを行う。

＊1 水質汚濁防止法の規定に基づき、県内の公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視するために行う水質の測定計画である。
＊2 水質汚濁に関する環境基準については、国において類型別に基準値が示され、これに基づき都道府県が河川等の状況を勘

案し、具体的に地域に当てはめ、指定していくことをいう。（資料編P84～89参照）


